
⻘森⼤学教育職員資格基準規程 
 
（⽬的） 
第１条 この規程は、⻘森⼤学（以下「本学」という。）教育職員選考規程第２条に規定する

選考の基準を定めることを⽬的とする。 
 
（共通事項） 
第２条 本学の教育職員となることのできる者は、本学の建学精神と教育⽅針への深い理解

と熱意を有し、⼈格⾼潔で、かつ教育研究に識⾒を有する者でなければならない。 
 
（昇任の基準） 
第３条 教員の昇任における資格を決定する要件のうち、在職期間について、昇任の場合は

現職の職位の経験年数が、助教は３年以上、講師は６年以上、准教授 7 年以上とする。
ただし、教育及び研究の実績⼜は学会及び社会における活動が顕著であると認められる
ときは、当該年数を短縮できるものとする。 

 
（教授の資格） 
第４条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における教育を

担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）博⼠の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上

の業績を有する者 
（２）研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 
（３）⼤学において教授、准教授、専任講師の経歴がある者 
（４）芸術、体育等については、特殊の技能に秀でていると認められる者 
（５）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
２ 教授への昇任及び採⽤において、資格を決定する要件のうち、研究上の業績の審査につ

いては、担当（予定）科⽬と関連する専⾨分野において公表された論⽂、著書、その他
の研究業績、学会報告等、外部研究資⾦獲得等の業績及び以上と同等の業績を学術的な
特殊業績として認めることができる。論⽂等の内容については、以下の各号に⽰すとお
りである。 

（１）論⽂とは、学術論⽂（刊⾏補助⾦を交付されている学会誌及びこれに準ずる学術定期
刊⾏物、編集権が確⽴し学会における⼀定の評価を有する専⾨誌に記載されたもので、
査読が誠実に⾏われているもの）、紀要論⽂（ 学内学会誌を含む⼤学の紀要並びに研究
所紀要等に掲載のもの）を指す。 

（２）著書は、公刊された専⾨研究書を基本とするが、専⾨領域に密接な関連を持つ⼀般書、
教科書、訳書もこれに含める。ただし、共著・共訳については分担及び責任の明らかな



ものに限られる。 
（３）その他の業績とは、調査報告・資料、辞（事）典項⽬執筆、学会・研究動向、書評、
商業誌論稿、翻訳、判例研究、解題等を指す。 

（４）学会報告等とは、原則として学会誌等に要旨記載のあるもので、全国⼜は地⽅レベル
の学会及びこれに準じる研究会で発表された研究報告、並びに専⾨分野に基づく地域的、
全国的、国際的な活動を指す。 

（５）研究助成、事業助成、研究委託、事業委託等に関する外部研究資⾦等の採択⼜は受託
実績を、特殊業績として評価できるものとする。特に、間接経費が含まれる科学研究費
補助⾦等の外部研究資⾦獲得の業績は、⾼く評価されるものとする。 

（６）芸術及び体育の分野にあって、公演・展覧・競技その他の権威ある社会的企画におい
て発表された芸術的⼜は体育的実技及び制作技術に関して、技術優秀の証明がある場合、
社会的指導に顕著な功績がある場合、並びに学会賞・同奨励賞等を授与された場合など
は、これを特殊業績として評価することができるものとする。 

３ 教授への昇任及び採⽤において、資格を決定する要件のうち、研究上の業績を有すると
は、別表の教育職員資格評価基準表における評価において論⽂等が 12 点以上で、昇任⼜
は採⽤以前の５年間に５点以上の論⽂等の業績があることを指す。 

４ 評価にあたっては、論⽂以外の業績も評価することができる。その場合、別表の教育職
員資格評価基準表を参照して点数化を⾏うものとする。 

 
（准教授の資格） 
第５条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における教育

を担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）前条第１項の各号のいずれかに該当する者 
（２）⼤学において准教授、専任講師⼜は助教の経歴がある者 
（３）修⼠の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
（４）研究所、試験所、調査所等に在籍し、研究上の業績があると認められる者 
（５）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
２ 准教授となることのできる者は、研究上の業績が別表の教育職員資格評価基準表におけ

る評価において論⽂等が７点以上で、昇任⼜は採⽤以前の５年間に３点以上の論⽂等の
業績があることを指す。 

３ 評価にあたっては、論⽂以外の業績も評価することができる。その場合、別表の教育職
員資格評価基準表を参照して点数化を⾏うものとする。 

 
（講師の資格） 
第６条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における教育を

担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする 



（１）第４条第 1 項⼜は前条第 1 項に規定する教授⼜は准教授となることができる者 
（２）修⼠の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
（３）専攻分野について、⼤学における教育を担当するにふさわしい教育上の能⼒を有する

と認められる者 
２ 講師となることのできる者は、研究上の業績が別表の教育職員資格評価基準表における

評価において論⽂等が３点以上で、昇任⼜は採⽤以前の５年間に２点以上の論⽂等の業
績があることを指す。 

３ 評価にあたっては、論⽂以外の業績も評価することができる。その場合、別表の教育職
員資格評価基準表を参照して点数化を⾏うものとする。 

 
（助教の資格） 
第７条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における教育を

担当するのにふさわしい教育上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）第４条第 1項各号⼜は第５条第１項各号のいずれかに該当する者 
（２）修⼠の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
（３）専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者 
２ 評価にあたっては、論⽂以外の業績も評価することができる。その場合、別表の教育職

員資格評価基準表を参照して点数化を⾏うものとする。 
 
（助⼿の資格） 
第８条 助⼿となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
（１）学⼠の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
（２）前号に準ずる能⼒を有すると認められる者 
 
（特任教授の資格） 
第９条 特任教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における教

育を担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
（２）専⾨分野において⻑年の優れた実務経験がある者 
 
（特任准教授） 
第 10 条 特任准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学におけ

る教育を担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
（２）専⾨分野において⻑年の優れた実務経験がある者 
 



（特任講師） 
第 11 条 特任講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における

教育を担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
（２）専⾨分野において⻑年の優れた実務経験がある者 
 
（特任助教） 
第 12 条 特任助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、⼤学における

教育を担当するのにふさわしい教育研究上の能⼒を有すると認められる者とする。 
（１）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
（２）専⾨分野において⻑年の優れた実務経験がある者 
 
（⾮常勤講師の資格） 
第 13条 ⾮常勤講師の資格については、第６条第 1 項の規定を準⽤する。 
 
（改廃） 
第 14条 この規程の改正は、⻘森⼤学教育職員資格審査委員会の議を経て、学⻑が⾏う。 
 
 
 附 則 
この規程は、平成９年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
 附 則 
この規程の改正は、平成 19年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
 附 則 
この規程の改正は、平成 22年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
 附 則 
この規程の改正は、平成 25年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
 附 則 
この規程の改正は、平成 28年４⽉１⽇から施⾏する。 
 
 附 則 
この規程の改正は、平成 28年 11 ⽉１⽇から施⾏する。 



 
 附 則 
この規程の改正は、令和 7 年 3 ⽉ 24 ⽇から施⾏する。 
 
別表 

教育職員資格評価基準表 

＊ 学術論⽂については、内容によって２点まで評価することができる。 
＊ 紀要等論⽂については、学会で発表されたもの及びレフェリー制などの編集権が確⽴し

１. 論⽂ 
・学術論⽂ ············································································································· 2.0 点 
・紀要等論⽂ ······························································································ 0.5 〜 1.0 点 
２. 著書 
・研究書 ··································································································· 4.00 〜 8.0 点 
・⼀般書 ··································································································· 2.00 〜 5.0 点 
・教科書 ··································································································· 2.00 〜 5.0 点 
・訳書 ······································································································· 1.00 〜 4.0 点 
３. その他の研究業績 ·············································································· 0.25 〜 1.0 点 
・調査報告・資料 
・辞（事）典項⽬執筆 
・書評 
・商業誌論稿 
・翻訳 
・判例研究 
・解題 
・その他 
４. 学会報告等 ·························································································· 0.25 〜 1.0 点 
５. 特殊業績 ····························································································· 0.50 〜 8.0 点 
６. 教育業績 ····························································································· 0.25 〜 3.0 点 
・授業担当科⽬ 
・教育⽅法の改善等 
・FDへの取り組み 
・教育活動に関する受賞 
・正課外活動（就職⽀援・⾼⼤連携活動・課外教育活動等） 
・その他 
７. 校務 ···································································································· 0.25 〜 3.0 点 
・⾏政的役職 
・学部運営業務の実績 
・全学委員会等及びその他の貢献実績 
・⼊試広報関連業務 
・その他 



ている論集・紀要に掲載されたもの及びそれと同程度の⽔準にあると認められたものは
１点とし、その他のものは 0.5 点とする。 

＊ 共著、共訳については、⼈数、内容など状況に応じて評価する。 
＊ 同⼀主題のものは原則として１と計算する。 


